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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底フレーム（２６）と、この底フレーム（２６）上に搭載された熱交換器（１３）と、
この熱交換器（１３）の下方であって前記底フレーム（２６）の下面に設けられた基礎脚
（４０）と、を備えている空気調和装置の室外機であって、
　前記底フレーム（２６）における前記熱交換器（１３）の下方に排水口（４２，４４）
が形成され、
　前記基礎脚（４０）は、前記底フレーム（２６）の下面に当接する上板（５１ｂ，５２
ｂ）と、設置面（Ｇ）に載置される下板（５１ａ，５２ａ）と、前記上板（５１ｂ，５２
ｂ）と下板（５１ａ，５２ａ）とを接続する立板（５１ｃ，５２ｃ）とから断面コの字形
状に形成され、
　さらに、前記基礎脚（２）は、長さ方向の一部である第１の部分（５１）と、長さ方向
の他の一部である第２の部分（５２）とを含み、
　前記第１の部分（５１）は、水平方向の外側に開放する断面コの字形状に形成されると
ともに、その下板（５１ａ）が前記設置面（Ｇ）に対して固定され、
　前記第２の部分（５２）は、少なくとも基礎脚（４０）の長さ方向に関して前記排水口
（４２，４４）に対応する位置に設けられるとともに、水平方向の内側に開放する断面コ
の字形状に形成され、かつその上板（５２ｂ）が前記排水口（４２，４４）の下方領域を
回避した構造を有していることを特徴とする空気調和装置の室外機。
【請求項２】
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　前記第２の部分（５２）の上板（５２ｂ）が、少なくとも前記排水口（４２，４４）の
付近において当該排水口（４２，４４）よりも水平方向の外側へ後退する退避部（５２ｂ
１）を有している、請求項１に記載の空気調和装置の室外機。
【請求項３】
　前記第２の部分（５２）には、前記退避部（５２ｂ１）よりも水平方向の内側へ突出し
て前記底フレーム（２６）の下面を支持する支持部（６０）が設けられている、請求項２
に記載の空気調和装置の室外機。
【請求項４】
　前記支持部（６０）が、前記排水口（４２，４４）を避けた位置に配置されている、請
求項３に記載の空気調和装置の室外機。
【請求項５】
　前記底フレーム（２６）には、前記熱交換器（１３）を載置するための載置部（４１）
が上方へ膨出して形成されており、この載置部（４１）に前記排水口（４２）が形成され
ている、請求項１～４のいずれか１項に記載の空気調和装置の室外機。
【請求項６】
　前記第１の部分（５１）の下板（５１ａ）と前記第２の部分（５２）の下板（５２ａ）
との境界部、又は前記第２の部分（５２）の下板（５２ａ）には、当該第２の部分（５２
）の下板（５２ａ）から前記第１の部分（５１）の下板（５１ａ）への水の流出を防止す
る水流出防止構造（５３）が設けられている、請求項１～５のいずれか１項に記載の空気
調和装置の室外機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置の室外機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、空気調和装置の室外機が開示されている。この室外機の底フレー
ムには、熱交換器や圧縮器などの冷媒回路を構成する機器が搭載され、熱交換器の下方で
あって底フレームの前縁及び後縁の下面には、設置面に固定される基礎脚が設けられてい
る。この基礎脚は、地面に接する下板と、底フレームの下面に接する上板と、上板から下
板へ垂直に延びる立板とから断面コの字形状に形成されている。底フレームの前縁に設け
られた基礎脚は、前方に開放したコの字形状とされ、底フレームの後縁に設けられた基礎
脚は、後方に開放したコの字形状とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１４７２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記室外機の底フレームは、暖房運転の際に熱交換器で発生した結露水を受けるドレン
パンとしての機能も有しており、底フレームの適所には結露水を排出するためのドレン孔
が形成されている。
　一方、寒冷地等で使用される室外機の場合、結露水が熱交換器に付着したまま凍結して
しまうことがあるため、この凍結した結露水を溶かし、熱交換器から滴下させるデフロス
ト運転が行われる。しかし、従来の室外機は、熱交換器から滴下した結露水がドレン孔か
ら排出されるまでに底フレーム上を流れるため、速やかに外部へ排出されず、底フレーム
上で再度凍結してしまう可能性があった。
【０００５】
　本発明は、このような実情に鑑み、熱交換器から滴下する結露水を速やかに外部へ排出
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することができる空気調和装置の室外機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明は、底フレームと、この底フレーム上に搭載された熱交換器と、この熱交
換器の下方であって前記底フレームの下面に設けられた基礎脚と、を備えている空気調和
装置の室外機であって、
　前記底フレームにおける前記熱交換器の下方に排水口が形成され、
　前記基礎脚は、前記底フレームの下面に当接する上板と、設置面に載置される下板と、
前記上板と下板とを接続する立板とから断面コの字形状に形成され、
　さらに、前記基礎脚は、長さ方向の一部である第１の部分と、長さ方向の他の一部であ
る第２の部分とを含み、
　前記第１の部分は、水平方向の外側に開放する断面コの字形状に形成されるとともに、
その下板が前記設置面に対して固定され、
　前記第２の部分は、前記基礎脚の長さ方向に関して少なくとも前記排水口に対応する位
置に設けられるとともに、水平方向の内側に開放する断面コの字形状に形成され、その上
板が前記排水口の下方領域を回避した構造を有していることを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、底フレームにおける熱交換器の下方に排水口が形成されているので
、熱交換器から滴下した結露水を速やかに排水口から排出することができる。したがって
、デフロスト運転等によって溶けた結露水が底フレーム上で再凍結してしまうことはほと
んど無い。また、基礎脚の第２の部分の上板が、排水口の下方領域を回避した構造を有し
ているので、当該上板が邪魔になることなく排水口から室外機の外部へ適切に水を排出す
ることができる。また、第２の部分は、水平方向の内側に開放したコの字状に形成されて
いるので、排水口から流れ落ちる水や基礎脚を伝った水の跡等が外部に露出せず、見栄え
を損なうこともほとんど無い。さらに、基礎脚の第１の部分は、水平方向の外側に開放す
るコの字形状に形成されているので、設置面に対して基礎脚を固定する際に作業性が損な
われることもない。
【０００８】
　（２）前記第２の部分の上板は、少なくとも前記排水口の付近において当該排水口より
も水平方向の外側へ後退した退避部を有していることが好ましい。
　このような構成によって、第２の部分の上板を簡素な構造としつつ、排水口から室外機
の外部へ適切に水を排出することができる。
【０００９】
　（３）前記第２の部分には、前記退避部よりも水平方向の内側へ突出して前記底フレー
ムの下面を支持する支持部が設けられていることが好ましい。
　上記のように第２の部分の上板が水平方向の外側へ後退した退避部を有していると、当
該上板に当接する底フレームの面積が小さくなり、支持強度が低下する可能性があるが、
退避部よりも水平方向の内側へ突出する支持部を設けることで底フレームの支持強度を十
分に確保することができる。
【００１０】
　（４）前記支持部は、前記排水口を避けた位置に配置されていることが好ましい。
　このような構成により、支持部によって排水口からの排水性が損なわれてしまうのを防
止することができる。
【００１１】
　（５）前記底フレームには、前記熱交換器を載置するための載置部が上方へ膨出して形
成されており、この載置部に前記排水口が形成されていてもよい。
　このように熱交換器に直接的に接する載置部に排水口を形成することで、熱交換器から
滴下する水の排水性をより高めることができる。
【００１２】
　（６）前記第１の部分の下板と前記第２の部分の下板との境界部、又は前記第２の部分
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の下板には、当該第２の部分の下板から前記第１の部分の下板への水の流出を防止する水
流出防止構造が設けられていてもよい。
　このような構成によって、排水口から排出された結露水が第２の部分の下板上へ滴下し
ても、第１の部分の下板へ流出するのを防止することができ、結露水の流れやその跡が外
部に露出するのを防止することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、熱交換器から滴下する結露水を速やかに外部へ排出することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る室外機を有する空気調和装置の冷媒回路を示す
模式図である。
【図２】室外機の外観を示す斜視図である。
【図３】室外機の側面パネル及び天板を取り外した状態を示す概略的な斜視図である。
【図４】室外機の内部の平面図である。
【図５】後側の基礎脚と底フレームの一部を斜め下方からみた斜視図である。
【図６】前側の基礎脚を斜め上方から見た斜視図である。
【図７】基礎脚の第１の部分の断面図である。
【図８】基礎脚の第２の部分の断面図である。
【図９】基礎脚の端部と支柱との連結部を示す平面図である。
【図１０】（ａ）は、支柱と梁部材との連結構造を分解して示す斜視図、（ｂ）は、ボル
ト挿通孔とボルトとの寸法差を示す説明図である。
【図１１】支柱と梁部材との連結構造を示す正面図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る室外機の基礎脚の一部を斜め上方から見た斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る室外機を有する空気調和装置の冷媒回路を示
す模式図である。
　空気調和装置１は、例えばビル用のマルチタイプの空気調和装置であり、１つ又は複数
の室外機２に対して複数の室内機３が並列に接続され、冷媒が流通できるように、冷媒回
路１０が形成されている。
【００１６】
　室外機２には、圧縮機１１、四路切換弁１２、室外熱交換器１３、室外膨張弁１４、ア
キュムレータ２０、オイルセパレータ２１等が設けられ、これらは冷媒配管によって接続
されている。また、室外機２には、送風ファン２３が設けられている。室内機３には、室
内膨張弁１５および室内熱交換器１６等が設けられている。四路切換弁１２と室内熱交換
器１６とはガス側冷媒連絡配管１７ａにより接続され、室外膨張弁１４と室内膨張弁１５
とは液側冷媒連絡配管１７ｂにより接続されている。室外機２の内部冷媒回路の端末部に
は、ガス側閉鎖弁１８と液側閉鎖弁１９とが設けられている。ガス側閉鎖弁１８は四路切
換弁１２側に配置されており、液側閉鎖弁１９は室外膨張弁１４側に配置されている。ガ
ス側閉鎖弁１８にはガス側冷媒連絡配管１７ａが接続され、液側閉鎖弁１９には液側冷媒
連絡配管１７ｂが接続される。
【００１７】
　上記構成の空気調和装置１において、冷房運転を行う場合には、四路切換弁１２が図１
において実線で示す状態に保持される。圧縮機１１から吐出された高温高圧のガス状冷媒
は、オイルセパレータ２１及び四路切換弁１２を経て室外熱交換器１３に流入し、送風フ
ァン２３の作動により室外空気と熱交換して凝縮・液化する。液化した冷媒は、全開状態
の室外膨張弁１４を通過し、液側冷媒連絡配管１７ｂを通って各室内機３に流入する。室
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内機３において、冷媒は、室内膨張弁１５で所定の低圧に減圧され、さらに室内熱交換器
１６で室内空気と熱交換して蒸発する。そして、冷媒の蒸発によって冷却された室内空気
は、図示しない室内ファンによって室内に吹き出され、当該室内を冷房する。また、室内
熱交換器１６で蒸発して気化した冷媒は、ガス側冷媒連絡配管１７ａを通って室外機２に
戻り、四路切換弁１２及びアキュムレータ２０を経て圧縮機１１に吸い込まれる。
【００１８】
　他方、暖房運転を行う場合には、四路切換弁１２が図１において破線で示す状態に保持
される。圧縮機１１から吐出された高温高圧のガス状冷媒は、オイルセパレータ２１及び
四路切換弁１２を経て各室内機３の室内熱交換器１６に流入し、室内空気と熱交換して凝
縮・液化する。冷媒の凝縮によって加熱された室内空気は、室内ファンによって室内に吹
き出され、当該室内を暖房する。室内熱交換器１６において液化した冷媒は、全開状態の
室内膨張弁１５から液側冷媒連絡配管１７ｂを通って室外機２に戻る。室外機２に戻った
冷媒は、室外膨張弁１４で所定の低圧に減圧され、さらに室外熱交換器１３で室外空気と
熱交換して蒸発する。そして、室外熱交換器１３で蒸発して気化した冷媒は、四路切換弁
１２及びアキュムレータ２０を経て圧縮機１１に吸い込まれる。
【００１９】
　図２は、室外機の外観を示す斜視図、図３は、室外機の側面パネル及び天板を取り外し
た状態を示す概略的な斜視図である。
　本実施の形態の室外機２は、上吹き出しタイプであり、室外機本体（ケーシング）５と
、この室外機本体５に内蔵された室外熱交換器１３、圧縮機１１、四路切換弁１２、アキ
ュムレータ２０、オイルセパレータ２１等の冷媒回路１０（図１参照）を構成する機器と
、電装品ユニット３８と、室外機本体５の上部に設けられた送風ファン２３等を備えてい
る。
【００２０】
　そして、室外機２は、送風ファン２３の駆動によって室外機本体５の側面から空気を吸
い込み、室外熱交換器１３との間で熱交換を行った後に室外機本体５の上部から上方へ空
気を吹き出すように構成されている。
【００２１】
　図２及び図３に示されるように、室外機本体５は、略直方体形状に形成されており、底
フレーム２６、支柱２７、梁部材２８、下側面パネル２９、上側面パネル２５、天板２４
等を有している。底フレーム２６は、平面視で四角形状に形成されている。また、底フレ
ーム２６の前後に対向する２辺には、地面に接地する基礎脚４０が設けられている。支柱
２７は、上下方向に長い長尺部材からなり、底フレーム２６の４隅にボルト等によって取
り付けられている。
【００２２】
　図２に示されるように、天板２４は、底フレーム２６と略同一の平面視で四角形状に形
成され、底フレーム２６の上方に間隔をあけて配置されている。天板２４の四隅には、各
支柱２７の上端がボルト等の連結具によって連結されている。天板２４には、略四角形状
の通風口２４ａが形成されており、この通風口２４ａには異物の侵入を防止するための網
体２４ｂが設けられている。
【００２３】
　図３に示されるように、梁部材２８は、支柱２７の上部側であって、天板２４から下方
に所定の間隔をあけた位置に配置され、前後左右に隣接する支柱２７の間に架設されてい
る。そして、室外機本体５は、底フレーム２６、天板２４、支柱２７、梁部材２８等から
なる構造部材によって骨格が形成されている。
【００２４】
　４本の梁部材２８には、ベルマウス３０が取り付けられている。このベルマウス３０は
、送風ファン２３の外周部を囲う通風ガイド（通風部材）３０ａを有しており、通風ガイ
ド３０ａは、室外機本体５からの空気の吹き出し口を形成している。また、前後の梁部材
２８には図示しない支持台が架設されており、この支持台に送風ファン２３が取り付けら
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れている。したがって、梁部材２８は、送風ファン２３を取り付けるための取付部材とし
ても機能している。
【００２５】
　図４は、室外機の内部の平面図である。
　図４に示されるように、室外機本体５の底フレーム２６の上面には、室外熱交換器１３
、圧縮機１１、アキュムレータ２０、オイルセパレータ２１、四路切換弁１２等の機器が
搭載されている。室外熱交換器１３は、クロスフィンコイル式であり、アルミニウム製の
多数のフィンを伝熱管が水平に貫通し、伝熱管を流れる冷媒と室外熱交換器１３を流通す
る空気との間で熱交換を行うように構成されている。
【００２６】
　室外熱交換器１３は、室外機本体５の１つの角部（左前側の角部）５Ａを除く範囲で４
つの側面に対向（対応）し、かつ４つの側面に沿って略四角形状に屈曲されている。具体
的に、室外熱交換器１３は、室外機本体５の前側の側面（前面）に沿う前熱交換部３２と
、右側の側面に沿う右熱交換部３３と、後側の側面（後面）に沿う後熱交換部３４と、左
側の側面に沿う左熱交換部３５とを有している。そして、前熱交換部３２と右熱交換部３
３との間、右熱交換部３３と後熱交換部３４との間、及び後熱交換部３４と左熱交換部３
５との間が略９０度に屈曲されている。
【００２７】
　また、室外機本体５は、前熱交換部３２の左端部３２ａと左前側の支柱２７との間に形
成される開口部３６（前開口部３６Ａ）、及びこの支柱２７と左熱交換部３５の前端部３
５ａとの間に形成される開口部３６（左開口部３６Ｂ）を閉鎖する下側面パネル２９を着
脱可能に備えている（図２参照）。
　なお、室外熱交換器１３の各熱交換部３２～３５は、室外機本体５の側面に対して必ず
しも平行に対向していなくてもよく、傾斜した状態で対向していてもよい。
【００２８】
　図３に示されるように、電装品ユニット３８は、室外機２全体を制御するための制御基
板、圧縮機１１や送風ファン２３を駆動するための駆動基板（インバータ基板）、リアク
タ、端子台等の電気部品と、これら電気部品を収容する電装品箱５０とを備えている。ま
た、電装品ユニット３８は、室外機本体５における１つの角部５Ａ、すなわち、室外熱交
換器１３が配置されていない室外機本体５の角部５Ａに対応して配置されている。電装品
ユニット３８は、角部５Ａに配置された支柱２７や、この支柱２７に連結される梁部材２
８等にボルト等によって取り付けられ、支持されている。
【００２９】
　図４に示されるように、閉鎖弁１８，１９は、室外機本体５の前開口部３６Ａに向くよ
うに取付台３７を介して支持されている。また、圧縮機１１は、前開口部３６Ａの右側寄
りに配置され、前開口部３６Ａを介して前方から略全体を視認できる位置に配置される。
また、底フレーム２６上のアキュムレータ２０やオイルセパレータ２１は室外機本体５内
の後部側に配置されている。
【００３０】
　底フレーム２６における室外熱交換器１３の下方には、上方へやや膨出する載置部４１
が複数箇所に形成され、室外熱交換器１３は、この載置部４１上に搭載されている。本実
施の形態の載置部４１は、平面視で略楕円形状又は略長円形状に形成されている。また、
各載置部４１には上下方向に貫通する排水口４２が形成されている。室外熱交換器１３の
下方であって、隣接する載置部４１の間には、凹状の排水路４３が形成されており、この
排水路４３にも排水口４４が形成されている。
【００３１】
　そのため、暖房運転を行っているときに室外熱交換器１３に発生した結露水は、載置部
４１及び排水路４３に形成された排水口４２，４４から底フレーム２６の下方へ排出され
る。また、室外熱交換器１３において凍結した結露水がデフロスト運転等によって溶かさ
れた場合にも、排水口４２，４４から底フレーム２６の下方へ排出される。これら排出口
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４２，４４は、室外熱交換器１３の下方に位置しているため、結露水を速やかに排出する
ことができ、特に、デフロスト運転によって溶けた結露水が底フレーム２６上等で再度凍
結してしまうのを好適に防止することができる。
【００３２】
　図２～図４に示されるように、底フレーム２６の前縁及び後縁には基礎脚４０が設けら
れており、この基礎脚４０が室外機２を設置するための設置面（基礎面）Ｇ（図７及び図
８参照）に固定されている。
　図５は、後側の基礎脚と底フレームの一部を斜め下方からみた斜視図、図６は、前側の
基礎脚を斜め上方から見た斜視図である。また、図７は、基礎脚の第１の部分の断面図、
図８は、基礎脚の第２の部分の断面図である。
　本実施の形態の基礎脚４０は、長さ方向に関して第１の部分５１と、第２の部分５２と
を備えている。第１の部分５１は、基礎脚４０の長さ方向両端部に相当する部分であり、
第２の部分５２は、長さ方向両端部の第１の部分５１の間に相当する部分である。
【００３３】
　第１の部分５１及び第２の部分５２は、いずれも設置面Ｇに載置される下板５１ａ，５
２ａと、底フレーム２６の下面に当接する上板５１ｂ，５２ｂと、下板５１ａ，５２ａと
上板５１ｂ，５２ｂとを接続する立板５１ｃ，５２ｃとからなり、断面コの字形状に形成
されている。しかしながら、第１の部分５１は、前後方向の外側に開放した断面コの字形
状に形成され、第２の部分５２は、前後方向の内側に開放した断面コの字形状に形成され
ている。つまり、図５に示されるように、後側の基礎脚４０においては、第１の部分５１
が後方に開放し、第２の部分５２が前方に開放している。また、図６に示されるように、
前側の基礎脚４０は、第１の部分５１が前方に開放し、第２の部分５２が後方に開放して
いる。第１の部分５１及び第２の部分５２の下板５１ａ，５２ａは、基礎脚４０の長さ方
向全体にわたって連続して形成されている。基礎脚４０は、板材の折曲加工によって形成
されている。
【００３４】
　図７に示されるように、第１の部分５１の下板５１ａには、ボルト挿通孔５１ａ１が形
成されている。そして、この下板５１ａを設置面Ｇ上に載置し、この設置面Ｇに植設され
たアンカーボルト５５をボルト挿通孔５１ａ１に挿通し、アンカーボルト５５にナット５
６を螺合することにより基礎脚４０が設置面に固定されている。また、第１の部分５１の
上板５１ｂには、雌ねじ孔５１ｂ１が形成されている。そして、上板５１ｂ上に底フレー
ム２６を載置し、底フレーム２６のコーナー部に形成されたボルト挿通孔２６ａにボルト
５７を挿通して雌ねじ孔５１ｂ１に螺合することで、基礎脚４０に底フレーム２６が固定
されている。
【００３５】
　上記のように、第１の部分５１は、前後方向の外側に開放した断面コの字形状に形成さ
れているので、ボルト挿通孔５１ａ１にアンカーボルト５５を挿通する作業を外部から視
認しつつ行うことができ、また、アンカーボルト５５にナット５６を螺合する作業も室外
機２の外側から容易に行うことができる。
【００３６】
　図８に示されるように、第２の部分５２の下板５２ａは、設置面Ｇ上に載置されるが、
第１の部分５１の下板５１ａのようにアンカーボルト５５によって直接的に固定されてい
ない。また、底フレーム２６の下面は、第２の部分５２の上板５２ｂに当接し、直接的に
支持されている。
　この第２の部分５２における上板５２ｂは、第１の部分５１の上板５１ｂ（図７参照）
よりも前後方向の幅が小さく、底フレーム２６に形成された排水口４２や排水口４４（図
６参照）の下方領域から前後方向の外側へ後退するように形成されている。そのため、室
外熱交換器１３から流下した結露水が排水口４２，４４から排出されたときに上板５２ｂ
が邪魔になることはなく、設置面Ｇ側へ適切に結露水を排出することができる。
【００３７】
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　また、第２の部分５２は、前後方向の内側に開放したコの字形状に形成されているので
、排水口４２から排水された結露水やこの結露水が伝った跡等が、立板５２ｃによって遮
られ、外部に露出していない。そのため、室外機２の見栄えを損なうこともほとんどない
。
【００３８】
　なお、本実施の形態の上板５２ｂは、その長さ方向の全体において前後幅が小さく形成
されている。換言すると、上板５２ｂの全体には、排水口４２の下方領域から退避する退
避部５２ｂ１が形成されている。しかしながら、このような退避部５２ｂ１は、排水口４
２の下方領域に対応する部分のみに形成することも可能である。
　また、第２の部分５２は、排水口４２，４４に対応する部分のみに形成されていてもよ
い。すなわち、本実施の形態では、基礎脚４０の長さ方向の両端部に第１の部分５１が形
成され、その間全体が第２の部分５２とされているが、基礎脚４０の両端部の第１の部分
５１の間のうち、排水口４２，４４に対応する部分のみを前後方向の内側に開放する第２
の部分５２とし、その他の排水口４２，４４に対応しない部分は第１の部分５１と同様に
前後方向の外側に開放する構造としてもよい。
【００３９】
　上記のように第２の部分５２の上板５２ｂには退避部５２ｂ１が形成されているので、
底フレーム２６に対する接触面積が小さくなり、その分、底フレーム２６の支持強度が低
下するという弊害がある。そのため、本実施の形態の基礎脚４０には、上板５２ｂととも
に底フレーム２６を支持する支持部６０が設けられている。図６に示されるように、支持
部６０は、基礎脚４０とは別体で形成された略矩形状の板材からなり、第２の部分５２の
立板５２ｃから前後方向の内方へ向けて突出するように取り付けられている。支持部６０
には、底フレーム２６を固定するためのボルトが螺合する雌ねじ孔６０ａが形成されてい
る。また、支持部６０は、底フレーム２６に形成された排水口４２，４４を避けた位置、
具体的には、隣接する排水口４２，４４の間に位置するように設けられている。このよう
な支持部６０を備えることによって、第２の部分５２の上板５２ｂに退避部５２ｂ１を形
成したとしても、底フレーム２６の支持強度を十分に確保することができる。なお、図６
に示す例では、支持部６０は一つのみであるが、排水口４２，４４を避けた複数箇所に支
持部６０を設けてもよい。
【００４０】
　図６に示されるように、基礎脚４０の第２の部分５２の立板５２ｃには、長さ方向に離
れた２箇所に、運搬用のロープやフォークリフトの爪を挿入するために用いられる開口部
４０ｃが形成されている。
　また、基礎脚４０の第１の部分５１の下板５１ａと第２の部分５２の下板５２ａとの境
界には、前後方向に延びるリブ５３が突設されている。このリブ５３は、排水口４２，４
４から滴下した結露水が第２の部分５２の下板５２ａから第１の部分５１の下板５１ａ側
へ流出するのを防止する機能（水流出防止機能）を有している。したがって、前後方向の
外側に開放した第１の部分５１から結露水が流出し、外部に露出するのを防止することが
できる。
【００４１】
　なお、水流出防止機能を有するリブ５３は、下板５１ａと下板５２ａとの境界に限らず
、下板５２ａの長さ方向の途中の適宜箇所に形成してもよい。下板５２ａのいずれの箇所
に形成されていても、第１の部分５１の下板５１ａから流出する結露水を少なくする効果
を奏することができる。また、リブ５３は、下板５２ａを部分的に上方へ突出させること
によって構成してもよいし、別の部材を下板５２ａに固定することによって構成してもよ
い。
　また、第１の部分５１の上板５１ｂと、第２の部分５２の上板５２ｂとは、互いに左右
方向に関してオーバーラップしないように形成されている。そのため、第１の部分５１及
び第２の部分５２を一枚の板材から折曲加工する際にその加工を容易に行うことが可能と
なっている。
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【００４２】
　図９は、基礎脚の端部と支柱との連結部を示す平面図である。
　図６及び図９に示されるように、基礎脚４０の端部には、支柱２７の下端部に嵌合され
る嵌合部４０ａが設けられている。この嵌合部４０ａは、基礎脚４０の第１の部分５１の
上板５１ｂの端部に一体的に形成されており、平面視で略正方形に形成されている。また
、第１の部分５１の立板５１ｃの端部には、前後方向に屈曲する支持板４０ｂが設けられ
ている。この支持板４０ｂには雌ねじ孔４０ｂ１が形成されている。
【００４３】
　一方、支柱２７は、平面視で１つの角部が開放した略四角筒形状に屈曲された本体部２
７ａと、本体部２７ａの開放部分の両端から前後方向及び左右方向に延びる一対の取付板
２７ｂとを有している。そして、支柱２７の本体部２７ａを嵌合部４０ａに嵌合させると
ともに、一方の取付板２７ｂに形成されたボルト挿通孔（図示略）に挿通したボルト５８
を支持板４０ｂに形成された雌ねじ孔４０ｂ１に螺合することによって、支柱２７が基礎
脚４０に固定される。また、支柱２７は、その取付板２７ｂが底フレーム２６の縁部に対
してもボルト（図示省略）によって固定される。
【００４４】
　図３のＡ部に示されるように、支柱２７と梁部材２８とは所定の連結構造７０により連
結されている。図１０は、支柱と梁部材との連結構造を示す分解斜視図、図１１は、支柱
と梁部材との連結構造を示す正面図である。
　本実施の形態の連結構造７０は、梁部材２８の端部に形成された係合フック７１と、支
柱２７に形成された係合孔７２とを有している。係合フック７１は、梁部材２８の一部を
前側へＬ字状に張り出して屈曲させることにより形成されている。この係合フック７１は
、基端部（上端部）の幅ａ１よりも先端部（下端部）の幅ａ２の方が小さく、略台形状に
形成されている。また、係合フック７１の下方には、雌ねじ孔７３が形成されている。
【００４５】
　これに対して、支柱２７に形成された係合孔７２は、係合フック７１よりも大きい寸法
に形成されている。具体的に、係合孔７２は、上端縁の幅ｂ１よりも下端縁の幅ｂ２の方
が小さい略台形状に形成されている。また、係合孔７２の上下方向の高さｂ３は、係合フ
ック７１の上下方向の高さａ３よりも大きい寸法に形成されている。また、係合孔７２の
下端縁の幅ｂ２は、係合フック７１の基端部の幅ａ１と同寸法か、僅かに大きい寸法とさ
れており、両者の寸法差（ｂ２－ａ１）は、図１０（ｂ）に示される寸法αよりも小さく
設定されている。寸法αは、係合孔７２の下方に形成されたボルト挿通孔７４の直径ｄと
、雌ねじ孔７３の直径ｃ（ボルト７５のねじ径）ｃとの差である。
【００４６】
　梁部材２８は、係合フック７１を係合孔７２に係合させることによって支柱２７に仮止
めされ、ボルト挿通孔７４に挿通したボルト７５を雌ねじ孔７３に螺合させることによっ
て固定される。より具体的には、係合フック７１を係合孔７２内に挿入し下方に移動させ
ることによって、係合フック７１の基端部を係合孔７２の下縁に係合させる。このとき、
雌ねじ孔７３とボルト挿通孔７４とが位置合わせされるので、このボルト挿通孔７４にボ
ルト７５を挿入するとともに、雌ねじ孔７３にボルト７５を螺合する。
【００４７】
　上記のように係合フック７１の基端部の幅ａ１は、係合孔７２の下端縁の幅ｂ２と同じ
か当該幅ｂ２よりも僅かに小さいので、係合フック７１の基端部を係合孔７２の下縁部に
係合させたときの両者の隙間はほとんどない。そのため、支柱２７と梁部材２８との連結
位置のばらつきを小さくすることができる。また、係合フック７１の基端部の幅ａ１と係
合孔７２の下端縁の幅ｂ２との寸法差は、ボルト挿通孔７４と雌ねじ孔７３との寸法差α
よりも小さいので、係合フック７１の基端部を係合孔７２の下縁部に係合させることで、
ボルト挿通孔７４と雌ねじ孔７３とを確実に位置合わせすることができ、ボルト７５をボ
ルト挿通孔７４に挿通し雌ねじ孔７３に螺合する作業を容易に行うことができる。
【００４８】
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　また、係合孔７２は、その上端縁の幅ｂ１が下端縁の幅ｂ２よりも大きく形成されてい
るので、余裕をもって係合孔７２に係合フック７１を挿入することができる。さらに、係
合フック７１は、その基端部の幅ａ１よりも先端部の幅ａ２の方が小さいので、これによ
っても、係合孔７２に対して係合フック７１を挿入しやすくすることができる。
【００４９】
　図１２は、本発明の第２の実施の形態における基礎脚の一部を示す斜視図である。
　本実施の形態の基礎脚４０は、第２の部分５２に設けられた支持部６０が立板５２ｃと
一体に形成されている点で上記第１の実施の形態とは異なっている。したがって、基礎脚
４０とは別に支持部（支持板）６０を作製するとともに、支持部６０を基礎脚４０に取り
付ける工程が不要となり、製造コストの低減を図ることができる。
【００５０】
　本発明は、上記各実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された
発明の範囲内において、適宜変更することが可能である。
　例えば、上記実施の形態では、底フレーム２６の前縁部と後縁部の下面に基礎脚４０が
設けられていたが、底フレーム２６の右縁部と左縁部の下面に基礎脚４０が設けられてい
てもよく、底フレーム２６の４辺全ての縁部の下面に基礎脚４０が設けられていてもよい
。
【００５１】
　基礎脚４０において、第２の部分５２の上板５２ｂに形成された退避部５２ｂ１は、上
板５２ｂを前後方向（水平方向）の外側に後退させた形態に限らず、例えば、排水口４２
，４４に対応した形状の孔又は開口によって構成されていてもよい。
　本発明は、室外機本体５の３つの側面に沿ってコの字状に配置された室外熱交換器や、
室外機本体５の２つの側面に沿ってＬ字状に配置された室外熱交換器を備えている室外機
２に対しても適用することが可能である。
【００５２】
　また、本発明は、上吹き出しタイプの室外機２に限らず、横吹き出しタイプの室外機２
にも適用することができる。
　また、上記実施の形態の室外機２は、１台の圧縮機１１及び送風ファン２３を備え、底
フレーム２６が平面視で略正方形状に形成されていたが、本発明は、２台（又はそれ以上
）の圧縮機１１及び送風ファン２３を備え、底フレーム２６を平面視で略長方形状に大型
化した室外機２にも適用することができる。この場合、基礎脚４０は、底フレーム２６の
長辺及び／又は短辺の縁部に設けることができる。
【符号の説明】
【００５３】
　１　空気調和装置
　２　室外機
　１３　室外熱交換器
　２６　底フレーム
　２７　支柱
　４０　基礎脚
　４１　載置部
　４２　排水口
　４３　排水路
　４４　排水口
　５１　第１の部分
　５１ａ　下板
　５１ｂ　上板
　５１ｃ　立板
　５２　第２の部分
　５２ａ　下板
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　５２ｂ　上板
　５２ｃ　立板
　５２ｂ１　退避部
　５３　リブ（水流出防止構造）
　６０　支持部材（支持部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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